
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 

＜学部＞ 

学修の成果に係る評価 

○ 通 則 授業科目を履修した者に対する単位の認定は、試験その他の審査により行う（学則第 13 条） 

 

○ 評 価 成績の評価は１００点法により 60 点以上を合格として単位を与える 

       成績は標語をもって表示し、評価との関係は以下のとおりである 

            秀  ９０点以上 

優  ８０点以上９０点未満 

良  ７０点以上８０点未満 

可  ６０点以上７０点未満 

不可 ６０点未満 

 

○ 卒業の認定 卒業所要単位 

  栄養学部 

 

 

 

栄養学科 

１２６単位以上修得すること 

総合教養科目 

基礎演習科目（必修） ３単位

一般教養科目 

人文科学系列（必修） ２単位

社会科学系列 ２単位

自然科学系列（必修） ７単位

外国語科目（必修） ４単位

健康管理科目 ２単位

情報処理科目（必修） ２単位

教養演習科目 ２単位

小   計  ２４単位

専門科目 必修科目 １０２単位

合   計 １２６単位

 

フードデザイン学科 

１２６単位以上修得すること 

総合教育科目 

基礎演習科目 ２単位 

一般教養科目 

人文科学系列 ２単位 

社会科学系列 ２単位 

自然科学系列 １１単位 

外国語科目 ４単位 

健康管理科目 ２単位 

情報処理科目 ２単位 

教養演習科目 ２単位 

小   計  ２７単位 

専門科目 

必修科目 ９１単位 

選択科目 ８単位 

小   計 ９９単位 

合   計 １２６単位 



   ※卒業所要単位 124 単位以上のうち、総合教養科目 24 単位以上及び専門科目 94 単位以上の修得を必要とし、

残りの 6 単位については総合教養科目若しくは専門科目の履修又は総合教養科目及び専門科目の修得によるこ

とができる。 

 

 心理学部 

 

○ 取得可能学位 

栄養学部栄養学科        学士（栄養学） 

栄養学部フードデザイン学科  学士（フードデザイン学） 

栄養学部食創造学科       学士（食創造学） 

心理学部現代応用心理学科  学士（心理学） 

食創造学科 

１２４単位以上修得すること 

総合教養科目 

基礎演習科目 ２単位 

一般教養科目 

人文科学系列 ４単位 

社会科学系列 ４単位 

自然科学系列 ４単位 

外国語科目 ４単位 

健康管理科目 ２単位 

情報処理科目 ２単位 

教養演習科目 ２単位 

小   計  ２４単位 

専門科目 

専門基礎科目 ２６単位 

専門展開科目 ４０単位 

プロジェクト実践科目 ８単位 

演習科目 １２単位 

小   計 ９４単位 

合   計 １２４単位 

  

現代応用心理学科 

１２４単位以上修得すること 

総合教養科目 

一般教養科目 

人文科学系列 ４単位 

社会科学系列 ４単位 

自然科学系列 ２単位 

外国語科目（必修） ８単位 

健康管理科目 ２単位 

情報処理科目（必修） ４単位 

教養演習科目 ２単位 

キャリア支援科目 ２単位 

上記の他、総合教養科目の中から ２単位 

小   計  ３０単位 

専門科目 

基礎セミナー（必修） ８単位 

基礎科目（必修） ２４単位 

専門セミナー（必修） ８単位 

卒業研究（必修） ８単位 

上記の他、専門科目の中から ４６単位 

 小   計 ９４単位 

合   計 １２４単位 



 

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 

 

＜大学院＞  栄養学研究科、心理学研究科 

○ 通 則 単位修得の認定は、筆記又は口答試験あるいは研究報告により行う。 

成績は「秀、優、良、可及び不可」の区分により評価し、可以上を合格とする。 

＜大学院学則第２８条＞ 

 

○ 課程修了の要件 

１ 修士課程、博士前期課程 

① 当該課程に２年以上在学し、所定の授業科目について３０単位以上修得すること。 

② 必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。 

＜大学院学則第３０条＞ 

 

＊ 研究科委員会が適当と認めるときは、特定の課題についての研究成果の審査をもって

論文の審査に代えることができる。ただし、研究課題が当該課程の教育研究内容に照

らし、必要な学識及び能力について、所定の水準に達しているかどうか評価できるもの

に限る。 

 

２ 博士後期課程 

① 当該課程に３年以上在学し、所定の授業科目について８単位以上修得すること。 

② 必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 

 

３ 課程修了に係る博士及び修士の学位論文審査 

課程修了に係る博士及び修士の学位論文審査は、甲子園大学学位規程に定める審査方法

による。 

 

４ 論文提出による博士の学位論文審査 

論文提出による博士の学位論文審査は、甲子園大学学位規程に定める審査方法による。 

 

○ 取得可能学位 

栄養学研究科博士前期課程  修士（栄養学） 

栄養学研究科博士後期課程  博士（栄養学） 

心理学研究科博士前期課程  修士（心理学） 

心理学研究科博士後期課程  博士（心理学） 


